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年
金
支
給
の
官
民
格
差
に
関
す
る
質
問
主
意
書

年
金
制
度
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
、
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
と
比
べ
て
、
国
家
公
務
員
共
済
年
金
、
地
方
公
務
員
等
共
済

年
金
と
い
っ
た
公
務
員
共
済
が
手
厚
い
こ
と
に
国
民
か
ら
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
年
金
給
付
の
端
数

処
理
が
あ
げ
ら
れ
る
。
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
が
一
円
未
満
の
端
数
額
を
切
り
捨
て
て
い
る
の
に
対
し
、
公
務
員
共
済
は
一
円

未
満
の
端
数
額
を
ま
と
め
て
支
給
し
て
い
る
。
以
下
質
問
す
る
。

一

年
金
給
付
は
現
在
「
毎
年
二
月
、
四
月
、
六
月
、
八
月
、
十
月
及
び
十
二
月
の
六
期
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
ま
で
の
分
を

支
払
う
」
（
国
民
年
金
法
第
十
八
条
第
三
項
）
と
さ
れ
て
い
る
。
年
六
期
に
分
け
て
の
支
払
い
が
規
定
さ
れ
た
の
は
、
い
つ

か
ら
か
。

二

年
金
給
付
の
端
数
処
理
に
つ
い
て
国
民
年
金
法
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
は
「
五
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
」
（
国
民
年
金
法
第
十
七
条
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十
五
条
）
と
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
規

定
は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
設
け
ら
れ
た
も
の
か
。

ま
た
過
去
、
こ
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
以
降
、
現
在
ま
で
の
端
数
の
加
算
額
に
つ
い
て
、
年
度
ご
と
及
び
合
計
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

一



三

国
家
公
務
員
共
済
年
金
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
年
金
は
、
一
円
未
満
の
端
数
処
理
に
つ
い
て
「
四
月
、
六
月
、
八
月
、

十
月
、
十
二
月
に
支
給
す
べ
き
端
数
金
額
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
二
月
に
支
給
す
べ
き
金
額
に
加
算
す
る
」
（
国
家
公
務
員

共
済
組
合
法
等
の
運
用
方
針
第
百
十
五
条
関
係
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
運
用
方
針
）
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

規
定
は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
設
け
ら
れ
た
も
の
か
。

ま
た
過
去
、
こ
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
以
降
、
現
在
ま
で
の
端
数
の
加
算
額
に
つ
い
て
、
年
度
ご
と
及
び
合
計
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

四

年
金
給
付
に
あ
た
っ
て
以
上
の
よ
う
な
官
民
格
差
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

二


